
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 お客様に配るうちわの作成費 

Ｑ：当社は食品のスーパーを営んでいます。

先週、近所の神社の夏祭りに、スーパーの店

名入りのうちわを、お客様にお配りしました。 

 このうちわの作成費用も交際費として計上

する必要がありますか？ 

  
Ａ：交際費として、計上する必要はありま

せん。 

【解説】 

 会社が、得意先などに対して物品を贈与す

るための支出は交際費として計上しますが、 

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい

その他これらに類する物品を贈与するために

通常要する費用については、広告宣伝的効果

がある上に、少額であることから、交際費か

らは除かれることとされています。 

 この場合の「その他これらに類する物品」

とは多数の者に配布することを目的として主

として広告宣伝的効果を意図する物品で、そ

の価額が少額であるものをいいます。 

 具体的には、社名入りの筆記用具やコップ 

等の雑貨類、また１０００円ぐらいまでであ

れば社名入りテレホンカードなどもこれに入

ります。 

 したがって、御社のうちわの作成費も交際

費でなく広告宣伝費等として計上することが

できます。 

 なお、そのうちわが余り、来年も使用する

のであれば、当期の決算で余ったうちわの作

成費に相当する金額を、貯蔵品として資産計

上する必要がありますのでご注意下さい。 
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